
入間台自治会では毎月第一日曜日に「入間市広報紙」を配布しております、併せ
て他に「入間台だより」・「回覧物」等があれば一緒に配布し回覧致します。

• 第一日曜日にタイミングが合わないときは、掲示板を使用してフォローします。
• 掲示板の活用については入間台団地内の居住者であれば自由に活用できます。
• 使用するにあたって、以下に記述する規律とルールを守って利用していただき
ます。

I. 比較的緊急性が高く 団地内住民に広く周知するもの。
II. 宗教的 政治的な性格でないもの。
III. 掲示してよいか 要・不要の判断が難しいケースについては、速やか

に メール等を使い運営委員に図ってから決定させていただきます。
IV. 掲示期間については記載するとともに、比較的短期間（ １ケ月以

内 ）であるもの。
V. 掲示案件は事前に入間台自治会事務局の承認を受けたもの。
VI. （ 注意：掲示物の承認印を押印 ）
VII. 掲示物は承認を受け後、依頼者が責任をもって貼り付け その後期間

以内に取り外しすること。

掲示板の設置場所
① 入間台集会所前（３3街区３９２号宅前 塀測面）
② ８班（３５街区４７３号宅 塀側面）
③ ９班（５４街区７１２号宅 塀側面）
④ １４班（４６街区６３９号宅前 遊水池塀側面）
⑤ ４０班（２６街区３６７号宅前 遊水池塀側面）

【入間台自治会 事務局長 保科 喜由】

入間台だより 9月号回覧 令和３年９月１日
発行 入間台自治会事務局
発行責任者 椛島 隆富

入間台団地内掲示板 《５箇所》の活用について！

各部局からのお知らせ！
＜文化福祉部＞
新型コロナのため、今年も長寿祝賀会は中止します。
かわりに対象者の皆さんに敬老記念品を配布(9月19日以降）
します。
＜環境衛生部＞
u ８月１日実施の収益金は次の通りです。ご協力ありがとう
ございました。（収益金 29,570円＝売却金 ８,370
円＋補助金 21,200円：売却金・補助金を合わせた累計
は、148,380円）

u ９月の自治会廃品回収日は９月5日（日曜日）です。ご協
力の程、よろしくお願いします。

＜９月のスケジュール＞
９月５日（日）自治会廃品回収、第６回運営会議
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ゴミの分別・集積ルールの厳守のお願い！

ゴミ出し、分別について再度ご確認ください！
環境衛生部より

【ゴミ出しの基本方法】

・決められた場所に出し、カラスや小動物に荒らされないように処置する
・ゴミ袋に名前を書く

・きちんと分別したものを出す
ペットボトルのラベルシール未剥がしやキャップ付き・中身の残渣は特

に注意してください
・決められた曜日・時間に出す 午前8時までに指定の場所へ

回収日違いや回収時間外となったものは、回収されませんので各自持ち

帰って次回に搬出する かクリーンセンターへ持ち込みください（そのま
ま放置置きすると不法投棄物とみなされます）

不法投棄は、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはそ
の両方の刑に処すると規定されています（廃棄物処理法 第25条 第1項
第14号による）

※ゴミ出しの方法、処理についての詳細は、入間市の公式ホームページ
に掲載されています。また、ホームページ内のゴミ分別アプリをダウン
ロードすると週ごと、月ごとの「ごみ収集カレンダー」や
「ごみの分別方法」を見ることができます。
ごみ・リサイクル｜入間市公式ホームページ (city.iruma.saitama.jp)

【ゴミ収集日程 新久地区】

街の環境美化についてのお願い！

★9月5日（日）の秋の市民一斉清掃デー及び霞川一斉清掃は、新型
コロナウィルス感染拡大防止のため及び、非常事態宣言期間延長を
受け、中止とさせていただきました。

沢山の方に参加のご応募いただき、ありがとうございました。

引き続き次回もよろしくお願いいたします。

自宅敷地内及び周辺の樹木・草木の状態をご確認ください！

今年は、多雨・猛暑の影響で草木の成長が著しいようです。
ハチや害虫による被害や災害誘発の危険が、懸念されます。今一度、
各ご家庭で確認されて庭木の剪定、除草、防虫などの整備を行い、
地域の快適な生活環境を保全するためご協力をお願い致します。

なお、前回の回覧でのアンケートで「危険な空き家」情報を6件頂
きました。
ご協力ありがとうございました。
”空き家”で未整備な家もあり、市の方へ報告・相談させていただ
きます。

【入間台自治会環境衛生部長 石川 賢一】
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収集日 月 火 水
第１・３

木

第２・４

木
金 土

可燃ごみ ○ ○ ○

不燃ごみ ○

プラスチック・

ビニール類
○

古布・紙類 ○

有害ごみ・ビ

ン・缶・ペット

ボトル

○

1. 回収日：第一日曜日（小雨決行）

雨天時は、以降の日曜に順延します。また、自治会連絡網でお知らせします。

2. 回収品：新聞・雑誌（含雑紙）・ダンボール
紙パックは資源ゴミの日（や店舗回収箱など）にお出しください。

3. 回収品置き場：

① 回収業者の方が見えるところであればＯＫです。
② 業者の方の作業効率化のため、若い方や体の動く方は、従来の置き場所にまとめ

て置いていただきますと幸いです。
③ 高齢の方や体の不自由な方は、遠慮せずに、自宅前の見える場所においてくださ

い。
④ 新たな置き場所に看板（自治会廃品回収置き場の表示）を設置する必要はありま

せん。

自治会廃品回収へのご協力もお願いします！

http://www.city.iruma.saitama.jp/kurashi/sumai_kurashi/gomi_list/index.html

